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(57)【要約】
【課題】操作者による感覚的な操作で超音波の送信方向
を変更することができる超音波診断装置及び超音波プロ
ーブ制御方法を提供することである。
【解決手段】実施形態に係る超音波診断装置は、検出部
と、偏向部とを備える。検出部は、超音波プローブに加
えられた力、及び、前記超音波プローブの動きのうち、
少なくともいずれか１つを検出する。偏向部は、前記力
及び前記動きのうち少なくともいずれか１つに基づいて
、前記超音波プローブから送信される超音波の送信方向
を傾ける。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波プローブに加えられた力、及び、前記超音波プローブの動きのうち、少なくとも
いずれか１つを検出する検出部と、
　前記力及び前記動きのうち少なくともいずれか１つに基づいて、前記超音波プローブか
ら送信される超音波の送信方向を傾ける偏向部と
　を備える、超音波診断装置。
【請求項２】
　前記検出部は、前記超音波プローブが被検体の体表に押し当てられている力、前記超音
波プローブの位置変動、及び、前記超音波プローブから前記体表までの距離のうち、少な
くともいずれか１つを検出する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記検出部は、超音波画像を画像解析することで前記超音波プローブから前記体表まで
の距離を検出する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記検出部は、前記力及び前記動きのうち少なくともいずれか１つに基づいて、操作者
が前記超音波の送信方向を傾けようとする方向をさらに検出し、
　前記偏向部は、前記方向に基づいて前記送信方向を傾ける、請求項１～３のいずれか１
つに記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記超音波プローブは、
　該超音波プローブから前記被検体に対して加わる圧力を検知する複数の圧力検知部が設
けられ、
　前記検出部は、
　前記複数の圧力検知部によって検知された検知圧力の差異に基づいて、検知圧力が大き
い圧力検知部が設けられた位置から検知圧力が小さい圧力検知部が設けられた位置への方
向を検出する、請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記超音波プローブは、
　該超音波プローブの位置変動を検知する移動検知部を有し、
　前記検出部は、
　前記移動検知部によって検知された前記超音波プローブの位置変動に基づいて、該超音
波プローブの移動方向を検出する、請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記超音波プローブの振動子面から前記被検体の体表までの距離を複数の箇所について
計測する計測部をさらに備え、
　前記検出部は、
　前記計測部によって計測された複数の箇所における計測距離に基づいて、計測距離が短
い箇所から計測距離が長い箇所への方向を検出する、請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記計測部は、
　前記体表と前記振動子面との距離を複数の箇所について計測する処理を所定の時間毎に
行い、
　前記検出部は、
　前記計測部によって計測された計測距離の時間変動が小さい箇所から計測距離の時間変
動が大きい箇所への方向を検出する、請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記偏向部は、
　前記検出部によって略同一の方向が所定時間連続して検出された場合、又は、前記検出
部によって略同一の方向が所定回数連続して検出された場合に、前記超音波プローブから
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送信される超音波の送信方向を該方向に基づいて傾ける、請求項４に記載の超音波診断装
置。
【請求項１０】
　超音波プローブと、
　前記超音波プローブが被検体の体表に押し当てられている力、前記超音波プローブの位
置変動、及び、前記超音波プローブから前記体表までの距離のうち、少なくともいずれか
１つに基づいて、前記超音波プローブから送信される超音波の送信方向を傾ける偏向部と
　を備える、超音波診断装置。
【請求項１１】
　超音波診断装置によって実行される超音波プローブ制御方法であって、
　超音波プローブが被検体の体表に押し当てられている力、前記超音波プローブの位置変
動、及び、前記超音波プローブから前記体表までの距離のうち、少なくともいずれか１つ
を検出する検出工程と、
　前記超音波プローブが被検体の体表に押し当てられている力、前記超音波プローブの位
置変動、及び、前記超音波プローブから前記体表までの距離のうち、少なくともいずれか
１つに基づいて、前記超音波プローブから送信される超音波の送信方向を傾ける偏向工程
と
　を含む、超音波プローブ制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置及び超音波プローブ制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波診断装置は、Ｘ線診断装置やＸ線コンピュータ断層撮影装置などの他の医
用画像診断装置に比べ、簡便な操作性、被爆のおそれがない非侵襲性などの利点を備えた
装置として、今日の医療において、心臓、肝臓、腎臓、乳腺など、様々な生体組織の検査
や診断に利用されている。このような超音波診断装置は、超音波プローブから超音波を送
信し、被検体の内部組織から反射された反射波信号を受信することによって、被検体内の
組織構造の画像である超音波画像を生成する。このとき、超音波診断装置は、超音波が垂
直に照射された組織ほど明瞭に描出された超音波画像を生成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１３２６６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、操作者による感覚的な操作で超音波の送信方向を変
更することができる超音波診断装置及び超音波プローブ制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る超音波診断装置は、検出部と、偏向部とを備える。検出部は、超音波プ
ローブに加えられた力、及び、前記超音波プローブの動きのうち、少なくともいずれか１
つを検出する。偏向部は、前記力及び前記動きのうち少なくともいずれか１つに基づいて
、前記超音波プローブから送信される超音波の送信方向を傾ける。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である
。
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【図２】図２は、超音波診断装置によって生成される超音波画像の一例を示す図である。
【図３】図３は、第１の実施形態における制御部等の構成例を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態における制御部による処理の一例を示す図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る超音波診断装置によって生成される超音波画像の
一例を示す図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る超音波診断装置による処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図７】図７は、第２の実施形態における制御部等の構成例を示す図である。
【図８】図８は、第２の実施形態における制御部による処理の一例を示す図である。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る超音波診断装置による処理手順を示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成について説明する。図１は、第１の
実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。図１に例示するように
、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、超音波プローブ１０と、入力装置２０と、
モニタ３０と、装置本体１００とを有する。
【０００８】
　超音波プローブ１０は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述す
る装置本体１００が有する超音波送信ユニット１１０から供給される駆動信号に基づき超
音波を発生する。また、超音波プローブ１０は、被検体Ｐからの反射波信号を受信して電
気信号に変換する。また、超音波プローブ１０は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧
電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材などを有する。なお、超音波
プローブ１０は、装置本体１００と着脱自在に接続される。
【０００９】
　超音波プローブ１０から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検
体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号と
して超音波プローブ１０が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信
号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。
なお、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場
合の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存
して、周波数偏移を受ける。
【００１０】
　入力装置２０は、装置本体１００と接続され、マウス、キーボード、ボタン、パネルス
イッチ、タッチコマンドスクリーン、フットスイッチ、トラックボールなどを有する。か
かる入力装置２０は、超音波診断装置１の操作者からの各種設定要求を受け付け、受け付
けた各種設定要求を装置本体１００に転送する。
【００１１】
　モニタ３０は、超音波診断装置１の操作者が入力装置２０を用いて各種設定要求を入力
するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１００におい
て生成された超音波画像などを表示したりする。具体的には、モニタ３０は、後述する画
像合成部１６０から入力されるビデオ信号に基づいて、生体内の形態学的情報や血流情報
を画像として表示する。
【００１２】
　装置本体１００は、超音波プローブ１０が受信した反射波信号に基づいて超音波画像を
生成する。かかる装置本体１００は、図１に例示するように、超音波送信ユニット１１０
と、超音波受信ユニット１２０と、Ｂモード処理ユニット１３１と、ドプラ処理ユニット
１３２と、画像生成ユニット１４０と、画像メモリ１５０と、画像合成部１６０と、制御
部１７０と、記憶部１８０と、インタフェース部１９０とを有する。
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【００１３】
　超音波送信ユニット１１０は、パルス発生器１１１、送信遅延部１１２、パルサ１１３
を有し、超音波プローブ１０に駆動信号を供給する。パルス発生器１１１は、所定のレー
ト周波数で、送信超音波を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、送信
遅延部１１２は、超音波プローブ１０から発生される超音波をビーム状に集束し、かつ送
信指向性を決定するために必要な圧電振動子ごとの遅延時間を、パルス発生器１１１が発
生する各レートパルスに対し与える。また、パルサ１１３は、レートパルスに基づくタイ
ミングで、超音波プローブ１０に駆動信号（駆動パルス）を印加する。すなわち、送信遅
延部１１２は、各レートパルスに対し与える遅延時間を変化させることで、圧電振動子面
から送信される超音波の送信方向を任意に調整する。なお、送信方向あるいは送信方向を
決定する遅延時間は記憶部１８０に記憶されており、送信遅延部１１２は、記憶部１８０
を参照して遅延時間を与える場合がある。
【００１４】
　超音波受信ユニット１２０は、プリアンプ１２１、図示しないＡ／Ｄ（Analog／Digita
l）変換器、受信遅延部１２２、加算器１２３を有し、超音波プローブ１０が受信した反
射波信号に対して各種処理を行って反射波データを生成する。プリアンプ１２１は、反射
波信号をチャネル毎に増幅する。図示しないＡ／Ｄ変換器は、増幅された反射波信号をＡ
／Ｄ変換する。受信遅延部１２２は、受信指向性を決定するために必要な遅延時間を与え
る。加算器１２３は、受信遅延部１２２によって処理された反射波信号の加算処理を行な
って反射波データを生成する。加算器１２３の加算処理により、反射波信号の受信指向性
に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信
の総合的なビームが形成される。なお、送信と同様、受信方向あるいは受信方向を決定す
る遅延時間は記憶部１８０に記憶されており、受信遅延部１２２は、記憶部１８０を参照
して遅延時間を与える。
【００１５】
　Ｂモード処理ユニット１３１は、超音波受信ユニット１２０から反射波データを受け取
り、対数増幅、包絡線検波処理などを行って、信号強度が輝度の明るさで表現されるデー
タ（Ｂモードデータ）を生成する。
【００１６】
　ドプラ処理ユニット１３２は、超音波受信ユニット１２０から受け取った反射波データ
から速度情報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し
、平均速度、分散、パワー等の血流情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）
を生成する。
【００１７】
　画像生成ユニット１４０は、Ｂモード処理ユニット１３１が生成したＢモードデータや
、ドプラ処理ユニット１３２が生成した血流情報から、超音波画像を生成し、生成した超
音波画像を後述する画像メモリ１５０又は記憶部１８０に格納する。
【００１８】
　具体的には、画像生成ユニット１４０は、Ｂモードデータから、反射波データの強度が
輝度にて表現されるＢモード画像を生成する。また、画像生成ユニット１４０は、血流情
報から、血流の平均速度、分散、血流量、これらの組合せを色によって識別可能に表示す
るカラードプラ画像を生成する。
【００１９】
　また、画像生成ユニット１４０は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなどに代
表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示画像
としての超音波画像（Ｂモード画像やカラードプラ画像）を生成する。
【００２０】
　画像メモリ１５０は、画像生成ユニット１４０が生成した超音波画像や、超音波画像を
画像処理することで生成した画像を記憶するメモリである。例えば診断の後に、操作者が
検査中に記録された画像を画像メモリ１５０から呼び出すことが可能となっており、静止
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画像的に、あるいは複数枚を使って動画的に再生することが可能である。また、画像メモ
リ１５０は、超音波受信ユニット１２０を通過した後の画像輝度信号、その他の生データ
、ネットワークを介して取得した画像等を必要に応じて記憶する。
【００２１】
　画像合成部１６０は、画像生成ユニット１４０が生成した超音波画像に、種々のパラメ
ータの文字情報、目盛り、ボディーマークなどを合成した合成画像を生成する。画像合成
部１６０によって生成された合成画像は、モニタ３０に表示される。
【００２２】
　制御部１７０は、情報処理装置（計算機）としての機能を実現する制御プロセッサ（Ｃ
ＰＵ：Central　Processing　Unit）であり、超音波診断装置１における処理全体を制御
する。具体的には、制御部１７０は、入力装置２０を介して操作者から入力された各種指
示や設定要求、記憶部１８０から読み込んだ各種プログラム及び各種設定情報に基づき、
超音波送信ユニット１１０、超音波受信ユニット１２０、Ｂモード処理ユニット１３１、
ドプラ処理ユニット１３２、画像生成ユニット１４０及び画像合成部１６０の処理を制御
したり、画像メモリ１５０が記憶する超音波画像などをモニタ３０にて表示するように制
御したりする。
【００２３】
　記憶部１８０は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行うための各種プログラム１
８１や、画像生成ユニット１４０によって生成された超音波画像を記憶する画像記憶部１
８２や、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコルや各種設定情報
等の各種データを記憶する。なお、各種プログラム１８１は、制御部１７０と同様の処理
を実行する手順が記述されたプログラムを含む場合もある。また、記憶部１８０が記憶す
る各種データは、インタフェース部１９０を経由して、外部の周辺装置へ転送することが
できる。
【００２４】
　また、記憶部１８０は、超音波プローブ１０によって送信される超音波の方向に関する
情報等を記憶するビーム方向記憶部１８３を有する。かかるビーム方向記憶部１８３は、
制御部１７０によって用いられるので、後に詳述する。
【００２５】
　インタフェース部１９０は、入力装置２０、操作パネル、新たな外部記憶装置（図示を
省略）、ネットワークに関するインタフェースである。超音波診断装置１によって得られ
た超音波画像などのデータは、インタフェース部１９０によって、ネットワークを介して
他の装置へ転送することができる。
【００２６】
　なお、装置本体１００に内蔵される超音波送信ユニット１１０及び超音波受信ユニット
１２０などは、集積回路などのハードウェアで構成されることもあるが、ソフトウェア的
にモジュール化されたプログラムにより実現される場合もある。
【００２７】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の全体構成について説明した。ここで、
一般的な超音波診断装置は、被検体Ｐの撮影対象によっては、医師等の操作者が観察する
ことを所望する組織と、かかる組織の近傍に位置する組織とが描出された超音波画像を生
成できるとは限らない。この点について、図２を用いて具体的に説明する。図２は、超音
波診断装置によって生成される超音波画像の一例を示す図である。図２では、操作者によ
って被検体Ｐの足首に超音波プローブ１０が押し当てられる例について説明する。すなわ
ち、図２に示した例では、超音波診断装置は、被検体Ｐの足首内の組織が描出された超音
波画像を生成する。なお、図２の状態（Ａ）及び状態（Ｂ）の上図は、被検体Ｐに超音波
プローブ１０が押し当てられている状態を示し、図２の状態（Ａ）及び状態（Ｂ）の下図
は、超音波プローブ１０が上図に示した状態である場合に、超音波診断装置によって生成
される超音波画像の例を示す。
【００２８】
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　ここで、操作者が観察することを所望する組織が図２に例示した「対象組織Ｔ」である
ものとする。かかる場合に、図２の状態（Ａ）の上図に示した例では、超音波プローブ１
０によって送信される超音波は対象組織Ｔに対して垂直に照射されない。このため、図２
の状態（Ａ）の下図に示した領域Ａ１のように、超音波診断装置によって生成される超音
波画像には対象組織Ｔが明瞭に描出されない場合がある。これは、超音波診断装置によっ
て生成される超音波画像は、超音波が垂直に照射された組織ほど明瞭に描出されるからで
ある。
【００２９】
　このとき、操作者は、図２の状態（Ｂ）に示した例のように、対象組織Ｔを観察するこ
とを目的として、超音波が対象組織Ｔに対して垂直に照射されるように超音波プローブ１
０を傾ける操作を行うことがある。かかる場合には、超音波プローブ１０によって送信さ
れる超音波は対象組織Ｔに対して略垂直に照射されることとなる。これにより、図２の状
態（Ｂ）の下図に例示した領域Ａ１のように、超音波診断装置によって生成される超音波
画像には対象組織Ｔが明瞭に描出される。
【００３０】
　しかし、超音波プローブ１０が押し当てられている部位の軟部組織が薄い場合、図２の
状態（Ｂ）の上図に示すように、超音波プローブ１０が傾けられたことによって、超音波
プローブ１０の圧電振動子面と被検体Ｐの体表とが離れ、圧電振動子面と体表との間に隙
間が形成されることがある。かかる場合には、図２の状態（Ｂ）の下図に例示した領域Ａ
２のように、圧電振動子面と体表との間における隙間に対応する部分は、被検体Ｐ内の組
織が描出されない場合がある。つまり、図２の状態（Ｂ）に示した例では、超音波診断装
置によって生成される超音波画像に、対象組織Ｔの近傍に位置する組織が描出されないこ
ととなる。
【００３１】
　近年、整形外科などでは、足、手、肩や膝等の関節を超音波診断装置により観察し、骨
の表面や筋肉の断裂、皮下腫瘍、腱の動き等を診断することが行われている。しかし、指
等は骨の上の軟部組織が薄いので、操作者は、超音波プローブ１０を体表に接触させた状
態で傾けさせることが困難となる。この結果、超音波診断装置は、上記の図２に示した例
のように、対象組織Ｔ及び対象組織Ｔの近傍に位置する組織が描出された超音波画像を生
成することができない場合がある。
【００３２】
　なお、観察部位の体表に超音波用ゼリーを厚く塗ることで超音波プローブ１０を傾けさ
せることを可能にする手法も知られているが、かかる手法は、超音波用ゼリーを用いる点
で経済的ではなく、また、検査後の処理に手間がかかり、被検体Ｐにとっても負担が大き
い。また、超音波診断装置の入力装置２０（つまみ等）を操作することで、超音波プロー
ブ１０から送信される超音波の方向を変更することも可能であるが、多数の部位を次々と
観察していく検査過程においては、何度も入力装置２０の操作を要する点で操作者に負担
がかかり、また、超音波診断装置を用いて内部組織を観察しながら穿刺治療を行っている
場合には、両手が塞がっている操作者は入力装置２０を操作することができない。
【００３３】
　このようなことから、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、制御部１７０の制御
の下、操作者による感覚的な操作で超音波の送信方向を変更することを可能する。具体的
には、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の制御部１７０は、超音波プローブ１０に
加えられた力や超音波プローブ１０の動きを検出し、検出した力や動きに基づいて、超音
波の送信方向を傾ける。すなわち、制御部１７０は、検出した力や動きに基づいて、検査
者等の操作者が超音波の送信方向を傾けようとする方向をさらに検出し、検出した方向に
基づいて、超音波の送信方向を傾ける。これにより、第１の実施形態に係る超音波診断装
置１は、超音波用ゼリーや入力装置２０の操作を要することなく、超音波の送信方向を変
更することを可能する。
【００３４】
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　以下に、図３～図６を用いて、このような第１の実施形態に係る超音波診断装置１につ
いて詳細に説明する。図３は、第１の実施形態における制御部１７０等の構成例を示す図
である。
【００３５】
　図３に例示するように、超音波プローブ１０は、圧電振動子１１と圧力センサ１２とを
有する。圧電振動子１１は、上述したように、超音波送信ユニット１１０から供給される
駆動信号に基づき超音波を発生し、受信した反射波信号を超音波受信ユニット１２０に出
力する。また、上述したように、超音波送信ユニット１１０の送信遅延部１１２は、各レ
ートパルスに対し与える遅延時間を変化させることで、圧電振動子面から送信される超音
波の送信方向を任意に調整する。
【００３６】
　圧力センサ１２は、超音波プローブ１０に設けられ、超音波プローブ１０に加わる圧力
を検知する圧力検知部である。ここで、第１の実施形態においては、超音波プローブ１０
の圧電振動子面の左右両端に圧力センサ１２が１個ずつ設けられる。例えば、第１の実施
形態における超音波プローブ１０には、圧電振動子面の重心位置を対称点とした点対称の
位置等に圧力センサ１２が１個ずつ設けられる。なお、この例に限られず、超音波プロー
ブ１０には、３個以上の圧力センサ１２が設けられてもよい。
【００３７】
　このような圧力センサ１２は、超音波診断装置１が撮影処理を行っている間、圧力を検
知する処理を定期的に行う。すなわち、圧力センサ１２は、超音波プローブ１０の圧電振
動子面のうち圧力センサ１２自身が設けられた位置において、圧電振動子面が被検体Ｐの
体表に押し当てられている力を検知する。そして、圧力センサ１２は、このようにして検
知した圧力の値を超音波診断装置１に順次出力する。なお、圧力センサ１２によって検知
された圧力の値は、記憶部１８０に順次格納される。
【００３８】
　ビーム方向記憶部１８３は、後述する制御部１７０による制御に用いられ、圧力差閾値
と、超音波の送信方向に関する情報とを記憶する。例えば、ビーム方向記憶部１８３は、
超音波の送信方向に関する情報として、「－２０°、－１０°、０°、＋１０°、＋２０
°」といった送信方向のパターンを記憶する。
【００３９】
　この送信方向のパターンの例では、所定方向を「－」とし、かかる所定方向と反対の方
向を「＋」としている。例えば、圧電振動子面に対して垂直に送信される超音波の送信方
向を「０°」とするものとする。そして、「－１０°」は、圧電振動子面の重心位置を通
る直線により圧電振動子面を２分割した場合に、送信方向「０°」に対して、重心位置か
ら分割後の一方の面への方向に「１０°」傾いた超音波の送信方向を示すものとする。か
かる場合に、「＋１０°」は、送信方向「０°」に対して、重心位置から分割後の他方の
面への方向に「１０°」傾いた超音波の送信方向を示す。また、送信方向のパターン「－
２０°、－１０°、０°、＋１０°、＋２０°」は、隣接する数値が変更後の送信方向の
候補を示す。例えば、超音波の現状の送信方向が「０°」である場合に、変更後の送信方
向は、「－１０°」又は「＋１０°」のいずれかである。
【００４０】
　なお、ビーム方向記憶部１８３によって記憶されている各種情報の用いられ方について
は、制御部１７０とともに説明する。かかる制御部１７０は、検出部１７１と、偏向部１
７２とを有する。
【００４１】
　検出部１７１は、超音波プローブ１０における応力又は動作に基づいて、検査者である
操作者が超音波プローブ１０によって送信される超音波の送信方向を傾けようとする方向
（以下、「傾き要求方向」と表記する場合がある）を検出する。具体的には、第１の実施
形態における検出部１７１は、超音波プローブ１０が被検体Ｐの体表に押し当てられてい
る力を、超音波プローブ１０に複数設けられた圧力センサ１２によって検知する。そして
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、検出部１７１は、検知された圧力の差異が、ビーム方向記憶部１８３に記憶されている
圧力差閾値以上である場合に、検知した圧力の大きい圧力センサ１２が設けられた位置か
ら、検知した圧力の小さい圧力センサ１２が設けられた位置への方向を前述の傾き要求方
向として検出する。
【００４２】
　偏向部１７２は、検出部１７１によって検出された傾き要求方向に、超音波プローブ１
０から送信される超音波の送信方向を所定値だけ傾ける。具体的には、偏向部１７２は、
検出部１７１によって傾き要求方向が検出された場合に、ビーム方向記憶部１８３に記憶
されている送信方向のパターンに基づいて、超音波の送信方向を所定値だけ傾ける。この
とき、偏向部１７２は、超音波の送信方向を所定値だけ傾けさせる遅延時間を超音波送信
ユニット１１０に出力する。そして、超音波送信ユニット１１０の送信遅延部１１２は、
偏向部１７２から入力された遅延時間を各レートパルスに与えることにより、超音波の送
信方向を傾けさせる。
【００４３】
　ここで、図４を用いて、第１の実施形態における制御部１７０による処理について説明
する。図４は、第１の実施形態における制御部１７０による処理の一例を示す図である。
なお、ここでは、ビーム方向記憶部１８３は、上記例と同様に、送信方向のパターンとし
て「－２０°、－１０°、０°、＋１０°、＋２０°」を記憶するものとする。また、図
４では、送信方向が「－」の角度よって示される超音波が左方向に送信され、送信方向が
「＋」の角度よって示される超音波が右方向に送信されるものとする。
【００４４】
　図４に示した例において、超音波プローブ１０は、圧電振動子面の両端に圧力センサ１
２ａと圧力センサ１２ｂとが設けられる。まず、図４の状態（Ａ）の上図に示した例のよ
うに、超音波プローブ１０によって送信方向「０°」の超音波が送信されているものとす
る。すなわち、超音波プローブ１０は、圧電振動子面に対して垂直方向に超音波を送信す
る。このとき、圧力センサ１２ａによって検知された圧力Ａ１１が、圧力センサ１２ｂに
よって検知された圧力Ｂ１１よりも小さく、かつ、圧力Ａ１１と圧力Ｂ１１との差異が圧
力差閾値以上であるものとする。
【００４５】
　かかる場合には、超音波プローブ１０の左側（圧力センサ１２ａが設けられている位置
）よりも、右側（圧力センサ１２ｂが設けられている位置）が被検体Ｐに強く押し当てら
れていることを示す。つまり、操作者が超音波プローブ１０を右側に傾けようとしている
こと（超音波プローブ１０において右側に傾くように力が加えられていること、超音波プ
ローブ１０が右側に傾くように動くこと等）を示す。言い換えれば、操作者が超音波プロ
ーブ１０から送信される超音波の送信方向を左側に傾けようとしていること（傾き要求方
向は左方向であること）を示す。このようなことから、検出部１７１は、操作者が超音波
の送信方向を傾けようとする方向である傾き要求方向として、圧力センサ１２ｂが設けら
れた位置から圧力センサ１２ａが設けられた位置への方向を検出する。
【００４６】
　そして、偏向部１７２は、超音波の送信方向を左方向に傾ける。具体的には、偏向部１
７２は、超音波プローブ１０によって送信されている超音波の現状の送信方向が「０°」
であり、ビーム方向記憶部１８３に記憶されている送信方向のパターンが「－２０°、－
１０°、０°、＋１０°、＋２０°」であるので、変更後の送信方向の候補として「－１
０°」及び「＋１０°」を特定する。そして、偏向部１７２は、検出部１７１によって検
出された傾き要求方向が左方向であるので、送信方向の候補である「－１０°」及び「＋
１０°」のうち「－１０°」を変更後の送信方向とし、超音波の送信方向を「－１０°」
だけ傾けさせる遅延時間を超音波送信ユニット１１０に出力する。これにより、図４の状
態（Ａ）の下図に示した例のように、超音波プローブ１０によって送信される超音波の送
信方向は、圧電振動子面に対する垂線に対して左側に「１０°」傾いた方向となる。
【００４７】
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　続いて、超音波の送信方向が「－１０°」となった後にも、圧力センサ１２ａ及び圧力
センサ１２ｂは圧力を検知する処理を行う。このとき、図４の状態（Ｂ）の上図に示した
例のように、圧力センサ１２ａによって検知された圧力Ａ２１が、圧力センサ１２ｂによ
って検知された圧力Ｂ２１よりも小さく、かつ、圧力Ａ２１と圧力Ｂ２１との差異が圧力
差閾値以上であるものとする。
【００４８】
　かかる場合に、検出部１７１は、圧力センサ１２ｂが設けられた位置から圧力センサ１
２ａが設けられた位置への方向を傾き要求方向として検出する。そして、偏向部１７２は
、超音波プローブ１０によって送信されている超音波の現状の送信方向が「－１０°」で
あるので、超音波の送信方向を「－２０°」だけ傾けさせる遅延時間を超音波送信ユニッ
ト１１０に出力する。この結果、図４の状態（Ｂ）の下図に示した例のように、超音波プ
ローブ１０によって送信される超音波の送信方向は、圧電振動子面に対する垂線に対して
左側に「２０°」傾いた方向となる。
【００４９】
　これにより、超音波プローブ１０は、対象組織Ｔに対して略垂直に超音波を照射するこ
とができる。したがって、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、対象組織Ｔが明瞭
に描出された超音波画像を生成することができる。さらに、図４の状態（Ｂ）の下図に示
した例のように、超音波プローブ１０の圧電振動子面と体表との間に隙間が形成されてい
ないので、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、対象組織Ｔの近傍に位置する組織
についても描出された超音波画像を生成することができる。このような第１の実施形態に
係る超音波診断装置１によって生成される超音波画像の一例を図５に示す。図５に示すよ
うに、超音波診断装置１は、領域Ａ１に対象組織Ｔが明瞭に描出され、領域Ａ２に対象組
織Ｔの近傍に位置する組織が描出された超音波画像を生成することができる。
【００５０】
　なお、超音波の送信方向が「－２０°」となった後にも、圧力センサ１２ａ及び圧力セ
ンサ１２ｂは圧力を検知する処理を行う。このとき、図４の状態（Ｃ）の上図に示した例
のように、圧力センサ１２ａによって検知された圧力Ａ３１が、圧力センサ１２ｂによっ
て検知された圧力Ｂ３１よりも大きく、かつ、圧力Ａ３１と圧力Ｂ３１との差異が圧力差
閾値以上であるものとする。すなわち、圧力センサ１２ａによる検知圧力と、圧力センサ
１２ｂによる検知圧力との大小関係が、状態（Ｂ）と比較して逆転したものとする。
【００５１】
　かかる場合に、検出部１７１は、圧力センサ１２ａが設けられた位置から圧力センサ１
２ｂが設けられた位置への方向を傾き要求方向として検出する。そして、偏向部１７２は
、超音波プローブ１０によって送信されている超音波の現状の送信方向が「－２０°」で
あるので、超音波の送信方向を「－１０°」だけ傾けさせる遅延時間を超音波送信ユニッ
ト１１０に出力する。これにより、図４の状態（Ｃ）の下図に示した例のように、超音波
プローブ１０によって送信される超音波の送信方向は、圧電振動子面に対する垂線に対し
て左側に「１０°」傾いた方向となる。すなわち、超音波の送信方向は、図４の状態（Ａ
）の下図に示した状態に戻る。
【００５２】
　なお、偏向部１７２は、図４の状態（Ｃ）に示した例において、超音波の送信方向を「
－１０°」とするのではなく、「０°」としてもよい。すなわち、偏向部１７２は、超音
波の送信方向を一方の方向に変化させた後に他方の方向に戻す場合には、徐々に戻すので
はなく、１回で「０°」に戻してもよい。
【００５３】
　また、図４では図示することを省略したが、例えば状態（Ｂ）の下図の状態の後に、操
作者が超音波プローブ１０を傾ける操作をやめた場合には、超音波の送信方向は、「－２
０°」から変化しない。具体的には、操作者が超音波プローブ１０を傾ける操作をやめた
場合、圧力センサ１２ａによる検知圧力と圧力センサ１２ｂによる検知圧力との差異は略
同一となり、双方の圧力差は圧力差閾値以上とならない。かかる場合に、検出部１７１に
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よって傾き要求方向が検出されないので、偏向部１７２は、超音波の送信方向を変更する
処理を行わない。このため、超音波プローブ１０によって送信される超音波の送信方向は
、直前の偏向状態が保たれる。
【００５４】
　このように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、超音波プローブ１０が被検体
Ｐに押し当てられる力に基づいて、操作者が超音波の送信方向を傾けようとしている方向
を検出し、超音波の送信方向を変更する。これにより、第１の実施形態に係る超音波診断
装置１は、操作者による感覚的な操作で超音波の送信方向を変更することができる。
【００５５】
　次に、図６を用いて、第１の実施形態に係る超音波診断装置１による処理の手順につい
て説明する。図６は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１による処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【００５６】
　図６に示した例のように、超音波診断装置１は、操作者から撮影開始要求を受け付けた
か否かを判定する（ステップＳ１０１）。ここで、超音波診断装置１は、撮影開始要求を
受け付けていない場合には（ステップＳ１０１否定）、撮影開始要求を受け付けるまで待
機する。
【００５７】
　一方、超音波診断装置１は、撮影開始要求を受け付けた場合には（ステップＳ１０１肯
定）、撮影処理を開始する。なお、図６では図示することを省略したが、超音波診断装置
１は、以下に説明するステップＳ１０２～Ｓ１０６における処理手順と並行して、超音波
プローブ１０に超音波を送信させる処理や、超音波プローブ１０によって受信された反射
波信号に基づいて超音波画像を生成する処理等を行う。
【００５８】
　ここで、第１の実施形態においては、超音波プローブ１０に設けられた複数の圧力セン
サ１２が、超音波プローブ１０に加わる圧力を検知する（ステップＳ１０２）。続いて、
検出部１７１は、複数の圧力センサ１２によって検知された圧力の差異を算出する（ステ
ップＳ１０３）。なお、第１の実施形態においては、超音波プローブ１０の圧電振動子面
の左右両端に圧力センサ１２が１個ずつ設けられるので、検出部１７１は、２個の圧力セ
ンサ１２によって検知された圧力の差異を算出する。
【００５９】
　そして、検出部１７１は、算出した圧力差がビーム方向記憶部１８３に記憶されている
圧力差閾値以上であるか否かを判定する（ステップＳ１０４）。このとき、検出部１７１
は、圧力差が圧力差閾値以上でない場合には（ステップＳ１０４否定）、処理を終了する
。そして、超音波診断装置１は、後述するステップＳ１０７における処理に進む。
【００６０】
　一方、検出部１７１は、圧力差が圧力差閾値以上である場合には（ステップＳ１０４肯
定）、検知した圧力の大きい圧力センサが設けられた位置から、検知した圧力の小さい圧
力センサが設けられた位置への方向を、操作者が超音波の送信方向を傾けようとする方向
である傾き要求方向として検出する（ステップＳ１０５）。
【００６１】
　続いて、偏向部１７２は、検出部１７１によって検出された傾き要求方向に、超音波プ
ローブ１０から送信される超音波の送信方向を所定値だけ傾ける（ステップＳ１０６）。
このとき、偏向部１７２は、上述したようにビーム方向記憶部１８３に記憶されている送
信方向のパターンに基づいて、超音波の送信方向を傾ける角度を決定する。
【００６２】
　そして、超音波診断装置１は、操作者から撮影終了要求を受け付けたか否かを判定する
（ステップＳ１０７）。このとき、超音波診断装置１は、撮影終了要求を受け付けていな
い場合には（ステップＳ１０７否定）、ステップＳ１０２における処理手順に戻る。一方
、超音波診断装置１は、撮影終了要求を受け付けた場合には（ステップＳ１０７肯定）、
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処理を終了する。
【００６３】
　なお、検出部１７１は、ステップＳ１０３における処理を所定時間毎に行ってもよい。
例えば、検出部１７１は、所定時間（例えば、１分）が経過するたびに、２個の圧力セン
サ１２によって検知された圧力の差異を算出し（ステップＳ１０３）、圧力差が圧力差閾
値以上であるか否かを判定する（ステップＳ１０４）。
【００６４】
　上述したように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、操作者による感覚的な操
作で超音波の送信方向を変更することができる。この結果、第１の実施形態によれば、操
作者による感覚的な操作で、操作者が観察することを所望する対象組織と、かかる対象組
織の近傍に位置する組織とが描出された超音波画像を生成することができる。
【００６５】
　例えば、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、骨の上の軟部組織が薄い部位に超
音波プローブ１０が押し当てられる場合であっても、操作者が超音波プローブ１０を傾け
ようとする方向に超音波の送信方向を傾けるので、圧電振動子面と体表との間に隙間を形
成させることなく、超音波を対象組織に略垂直に照射することができる。この結果、第１
の実施形態に係る超音波診断装置１は、対象組織と対象組織の近傍に位置する組織とが描
出された超音波画像を生成することができる。また、第１の実施形態に係る超音波診断装
置１は、操作者による感覚的な操作で超音波の送信方向を変更することができるので、超
音波用ゼリーを用いずに検査を行うことを可能とし、また、超音波の送信方向を変更する
ために入力装置２０（つまみ等）を操作せずに検査を行うことを可能とする。
【００６６】
　なお、上記第１の実施形態において、超音波診断装置１は、操作者によって超音波の送
信方向を傾けようとしている操作が所定の時間以上行われた場合に、超音波の送信方向を
変更してもよい。例えば、偏向部１７２は、検出部１７１によって略同一の傾き要求方向
が所定時間以上連続して検出された場合に、超音波の送信方向を変更してもよい。また、
例えば、偏向部１７２は、検出部１７１によって略同一の傾き要求方向が所定回数以上連
続して検出された場合に、超音波の送信方向を変更してもよい。
【００６７】
　また、上記第１の実施形態では、ビーム方向記憶部１８３が、所定の角度（１０°）ず
つ変動する送信方向のパターン「－２０°、－１０°、０°、＋１０°、＋２０°」を記
憶する例を示した。しかし、ビーム方向記憶部１８３が記憶する送信方向のパターンはこ
の例に限られない。例えば、ビーム方向記憶部１８３は、角度の変化が一定でない送信方
向のパターンとして、「－２３°、－２０°、－１５°、－１０°、０°、＋１０°、＋
１５°、＋２０°、＋２３°」等を記憶してもよい。この例の場合、超音波診断装置１は
、撮影開始当初では超音波の送信方向を大きく変化させ、撮影処理が進むに従って超音波
の送信方向を微調整することができる。
【００６８】
　また、例えば、ビーム方向記憶部１８３は、送信方向のパターンとして、単に「１０°
」といった情報を記憶してもよい。この例の場合、偏向部１７２は、検出部１７１によっ
て検出された傾き要求方向に超音波の送信方向を「１０°」ずつ変化させる。
【００６９】
　また、例えば、ビーム方向記憶部１８３は、送信方向のパターンとして、「１０°／５
°／３°」といった情報を記憶してもよい。そして、偏向部１７２は、超音波の現状の送
信角度が小さい場合には超音波の送信方向を大きく変化させ、超音波の現状の送信角度が
大きい場合には超音波の送信方向を小さく変化させてもよい。例えば、偏向部１７２は、
超音波の現状の送信方向が第１の角度の範囲内（例えば、「－２０°～＋２０°」）であ
る場合には、かかる超音波の送信方向を「１０°」ずつ変化させ、現状の送信方向が第２
の角度の範囲内（例えば、「－３０°～－２０°」又は「＋２０°～＋３０°」）である
場合には、かかる超音波の送信方向を「５°」ずつ変化させ、現状の送信方向が第３の角
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度の範囲内（例えば、「－４０°～－３０°」又は「＋３０°～＋４０°」）である場合
には、かかる超音波の送信方向を「３°」ずつ変化させてもよい。
【００７０】
　または、偏向部１７２は、例えば、検出部１７１によって傾き要求方向が検出された回
数が第１閾値未満である場合には、超音波の送信方向を「１０°」ずつ変化させ、かかる
検出回数が第１閾値以上かつ第２閾値（＞第１閾値）未満である場合には、超音波の送信
方向を「５°」ずつ変化させ、かかる検出回数が第２閾値以上である場合には、超音波の
送信方向を「３°」ずつ変化させてもよい。
【００７１】
　また、ビーム方向記憶部１８３は、複数の圧力差閾値を記憶してもよい。例えば、ビー
ム方向記憶部１８３は、第１の圧力差閾値と、第１の圧力差閾値よりも大きい第２の圧力
差閾値とを記憶してもよい。かかる場合に、検出部１７１は、超音波の現状の送信角度が
所定値よりも小さい場合には、第１の圧力差閾値を用いて傾き要求方向の検出処理を行い
、超音波の現状の送信角度が所定値以上である場合には、第２の圧力差閾値を用いて傾き
要求方向の検出処理を行う。
【００７２】
　また、上記第１の実施形態では、超音波プローブ１０には、圧電振動子面の左右両端に
圧力センサ１２が１個ずつ設けられる例を示した。しかし、超音波プローブ１０には、例
えば、圧電振動子面の四隅に圧力センサ１２が１個ずつ設けられてもよい。かかる場合に
は、４個の圧力センサ１２によって圧力が検知されるので、検出部１７１は、４個の圧力
センサ１２によって検知された圧力の大小関係に基づいて、操作者が傾けようとする超音
波プローブ１０の方向を３次元的に検出することができる。かかる場合には、検出部１７
１は、検出した方向に超音波プローブ１０を仮想的に傾け、仮想的に傾けた超音波プロー
ブ１０の圧電振動子面に対して垂直な方向を傾き要求方向として検出してもよい。
【００７３】
　また、上記第１の実施形態では、超音波プローブ１０に圧力センサ１２を設ける例を示
したが、圧力センサ１２の代わりに加速度センサを超音波プローブ１０に設け、この加速
度センサによって、超音波プローブ１０の動きを検出してもよい。このとき、かかる加速
度センサは、超音波プローブ１０の位置変動を検知する移動検知部として動作する。そし
て、検出部１７１は、加速度センサによって超音波プローブ１０の位置変動を検出し、検
出した位置変動から特定される超音波プローブ１０の移動方向を、傾き要求方向として検
出する。例えば、操作者が超音波プローブ１０の一端を体表に接させたままの状態で横に
滑らせる操作を行った場合、加速度センサは、かかる超音波プローブ１０の位置変動を検
出する。かかる場合に、検出部１７１は、加速度センサによって検知された超音波プロー
ブ１０の位置変動に基づいて、超音波プローブ１０の移動方向を検出し、かかる移動方向
を傾き要求方向として検出する。
【００７４】
　また、超音波プローブ１０は、圧力センサ１２とともに加速度センサを有してもよい。
かかる場合には、検出部１７１は、上述してきた処理と同様に圧力センサ１２による検知
結果に基づいて、傾き要求方向を検出するとともに、加速度センサによる検知結果に基づ
いて、傾き要求方向を検出する。すなわち、検出部１７１は、複数の情報に基づいて傾き
要求方向を検出するので、操作者が超音波の送信方向を傾けようとする方向を高精度に検
出することができる。
【００７５】
（第２の実施形態）
　上記第１の実施形態では、超音波プローブ１０に設けられた複数の圧力センサ１２によ
って検知された圧力の差異に基づいて、傾き要求方向を検出する例について示した。第２
の実施形態では、超音波プローブと体表との間にソナゲル（ゲルパッドや水袋等）が設置
されることを前提とし、超音波プローブと体表との距離に基づいて、傾き要求方向を検出
する例について説明する。
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【００７６】
　まず、ソナゲルについて説明すると、操作者は、超音波診断装置により凹凸のある部位
（甲状腺等）を撮影する場合に、超音波プローブと体表との間にソナゲルを設置する場合
がある。かかるソナゲルの内部では、超音波の反射波がほぼ発生しない。このため、ソナ
ゲルが設置された状態で超音波診断装置によって超音波画像が生成された場合、かかる超
音波画像には、ソナゲルと体表との接触部分が略直線状の高輝度ラインとして描出される
。第２の実施形態では、超音波診断装置によって撮影が行われる場合に、このようなソナ
ゲルが用いられるものとする。
【００７７】
　次に、第２の実施形態に係る超音波診断装置２について説明する。第２の実施形態に係
る超音波診断装置２の構成は、図１に例示した超音波診断装置１の構成と略同一であるの
で、図示することを省略する。ただし、第２の実施形態における超音波プローブは、第１
の実施形態における超音波プローブ１０と異なり、圧力センサを有しない。また、第２の
実施形態における制御部は、第１の実施形態における制御部１７０と異なる処理を行う。
また、第２の実施形態におけるビーム方向記憶部は、第１の実施形態におけるビーム方向
記憶部１８３と異なる情報を記憶する。
【００７８】
　ここで、図７を用いて、第２の実施形態における制御部等について説明する。図７は、
第２の実施形態における制御部等の構成例を示す図である。図７に例示するように、第２
の実施形態における超音波プローブ４０は、一般的な超音波プローブであり、圧力センサ
等のセンサ類を有しない。
【００７９】
　また、第２の実施形態におけるビーム方向記憶部２８３は、後述する制御部２７０によ
る制御に用いられ、距離差閾値と、超音波の送信方向に関する情報とを記憶する。例えば
、ビーム方向記憶部２８３は、超音波の送信方向に関する情報として、「－２０°、－１
０°、０°、＋１０°、＋２０°」といった送信方向のパターンを記憶する。
【００８０】
　また、第２の実施形態における制御部２７０は、計測部２７３と、検出部２７１と、偏
向部２７２とを有する。
【００８１】
　計測部２７３は、超音波プローブ４０の圧電振動子面から被検体Ｐの体表までの距離を
複数の箇所について計測する。具体的には、計測部２７３は、画像記憶部１８２に記憶さ
れている超音波画像を解析することにより、ソナゲルと体表との接触部分を検出する。上
記の通り、ソナゲルと体表との接触部分が略直線状の高輝度ラインとして描出されるため
、計測部２７３は、一般的な境界抽出アルゴリズムを用いて高輝度ラインを検出すること
で、かかる接触部分を体表として検出することができる。そして、計測部２７３は、超音
波画像上において、超音波プローブ４０の圧電振動子面から体表までの距離を予め決めら
れている複数の箇所について計測する。例えば、計測部２７３は、圧電振動子面の両端に
おいて、圧電振動子面から体表までの距離を計測する。
【００８２】
　検出部２７１は、計測部２７３によって計測された距離を用いて超音波プローブ１０に
加えられた力や超音波プローブ１０の動きを検出し、検出した力や動きに基づいて、検査
者である操作者が超音波の送信方向を傾けようとする方向である傾き要求方向をさらに検
出する。具体的には、第２の実施形態における検出部２７１は、計測部２７３によって計
測された複数の箇所における距離の差異を算出し、算出した距離の差異がビーム方向記憶
部２８３に記憶されている距離差閾値以上である場合に、距離が短い箇所から距離が長い
箇所への方向を傾き要求方向として検出する。
【００８３】
　偏向部２７２は、検出部２７１によって検出された傾き要求方向に、超音波プローブ４
０から送信される超音波の送信方向を所定値だけ傾ける。具体的には、偏向部２７２は、
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第１の実施形態における偏向部１７２と同様に、ビーム方向記憶部２８３に記憶されてい
る送信方向のパターンに基づいて、超音波の送信方向を所定値だけ傾ける。
【００８４】
　ここで、図８を用いて、第２の実施形態における制御部２７０による処理について説明
する。図８は、第２の実施形態における制御部２７０による処理の一例を示す図である。
なお、ここでは、ビーム方向記憶部２８３は、上記例と同様に、送信方向のパターンとし
て「－２０°、－１０°、０°、＋１０°、＋２０°」を記憶するものとする。また、超
音波の送信方向は、最初は「０°」であるものとする。
【００８５】
　図８に示した例において、計測部２７３は、超音波画像を解析することにより、圧電振
動子面の両端において、圧電振動子面から体表までの距離を計測する。具体的には、計測
部２７３は、図８の状態（Ａ）の上図に示した例において、圧電振動子面の左端から体表
までの距離Ｈ１１を計測するとともに、圧電振動子面の右端から体表までの距離Ｈ２１を
計測する。このとき、距離Ｈ１１が距離Ｈ２１よりも長く、かつ、距離Ｈ１１と距離Ｈ２
１との差異が距離差閾値以上であるものとする。
【００８６】
　かかる場合には、操作者が超音波プローブ４０の左側よりも右側を強く被検体Ｐに押し
当てていることを示す。つまり、操作者が超音波プローブ４０を右側に傾けようとしてい
ることを示す。言い換えれば、操作者が超音波の送信方向を左側に傾けようとしているこ
とを示す。このようなことから、検出部２７１は、操作者が超音波プローブ４０を傾けよ
うとする方向である傾き要求方向として、計測部２７３による計測距離の短い右端から計
測距離の長い左端への方向を検出する。
【００８７】
　そして、偏向部２７２は、超音波の送信方向を左方向に傾ける。具体的には、偏向部２
７２は、超音波プローブ４０によって送信されている超音波の現状の送信方向が「０°」
であり、ビーム方向記憶部２８３に記憶されている送信方向のパターンが「－２０°、－
１０°、０°、＋１０°、＋２０°」であるので、超音波の送信方向を「－１０°」だけ
傾けさせる遅延時間を超音波送信ユニット１１０に出力する。これにより、図８の状態（
Ａ）の下図に示した例のように、超音波プローブ４０によって送信される超音波の送信方
向は、圧電振動子面に対する垂線に対して左側に「１０°」傾いた方向となる。
【００８８】
　続いて、超音波の送信方向が「－１０°」となった後に、操作者が超音波プローブ４０
を傾ける操作をやめた場合であっても、超音波の送信方向は、「－１０°」から変化しな
い。具体的には、計測部２７３は、図８の状態（Ｂ）の上図に示した例のように、圧電振
動子面の左端から体表までの距離Ｈ１２を計測するとともに、圧電振動子面の右端から体
表までの距離Ｈ２２を計測する。このとき、操作者が超音波プローブ４０を傾ける操作を
行っていない場合には、距離Ｈ１１と距離Ｈ２１との差異が距離差閾値以上とならない。
したがって、検出部２７１によって傾き要求方向が検出されないので、偏向部２７２は、
超音波の送信方向を傾ける処理を行わない。このため、図８の状態（Ｂ）の下図に示した
例のように、超音波プローブ４０によって送信される超音波の送信方向は、圧電振動子面
に対する垂線に対して左側に「１０°」傾いた方向のままとなる。なお、操作者は、超音
波の送信方向を「０°」や「＋１０°」に変更したい場合には、超音波プローブ４０を左
側に傾ければよい。
【００８９】
　次に、図９を用いて、第２の実施形態に係る超音波診断装置２による処理の手順につい
て説明する。図９は、第２の実施形態に係る超音波診断装置２による処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【００９０】
　図９に示した例のように、超音波診断装置２は、操作者から撮影開始要求を受け付けた
か否かを判定する（ステップＳ２０１）。ここで、超音波診断装置２は、撮影開始要求を
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受け付けていない場合には（ステップＳ２０１否定）、撮影開始要求を受け付けるまで待
機する。
【００９１】
　一方、超音波診断装置２は、撮影開始要求を受け付けた場合には（ステップＳ２０１肯
定）、撮影処理を開始する。なお、図９では図示することを省略したが、超音波診断装置
２は、以下に説明するステップＳ２０２～Ｓ２０６における処理手順と並行して、超音波
プローブ４０に超音波を送信させる処理や、超音波プローブ４０によって受信された反射
波信号に基づいて超音波画像を生成する処理等を行う。
【００９２】
　ここで、第２の実施形態においては、計測部２７３は、画像生成ユニット１４０によっ
て少なくとも１個の超音波画像が生成された後に、かかる超音波画像を画像記憶部１８２
から取得し、取得した超音波画像を解析することで、圧電振動子面から体表までの距離を
複数の箇所において計測する（ステップＳ２０２）。
【００９３】
　続いて、検出部２７１は、計測部２７３によって計測された複数の箇所における距離の
差異を算出する（ステップＳ２０３）。そして検出部２７１は、算出した距離の差異がビ
ーム方向記憶部２８３に記憶されている距離差閾値以上であるか否かを判定する（ステッ
プＳ２０４）。このとき、検出部２７１は、距離差が距離差閾値以上でない場合には（ス
テップＳ２０４否定）、処理を終了する。そして、超音波診断装置２は、後述するステッ
プＳ２０７における処理に進む。
【００９４】
　一方、検出部２７１は、距離差が距離差閾値以上である場合には（ステップＳ２０４肯
定）、計測部２７３による計測距離が短い箇所から計測距離が長い箇所への方向を傾き要
求方向として検出する（ステップＳ２０５）。
【００９５】
　続いて、偏向部２７２は、検出部２７１によって検出された傾き要求方向に超音波の送
信方向を所定値だけ傾ける（ステップＳ２０６）。このとき、偏向部２７２は、上述した
ようにビーム方向記憶部２８３に記憶されている送信方向のパターンに基づいて、超音波
の送信方向を傾ける角度を決定する。
【００９６】
　そして、超音波診断装置２は、操作者から撮影終了要求を受け付けたか否かを判定する
（ステップＳ２０７）。このとき、超音波診断装置２は、撮影終了要求を受け付けていな
い場合には（ステップＳ２０７否定）、ステップＳ２０２における処理手順に戻る。一方
、超音波診断装置２は、撮影終了要求を受け付けた場合には（ステップＳ２０７肯定）、
処理を終了する。
【００９７】
　なお、検出部２７１は、ステップＳ２０２における処理を所定時間毎に行ってもよい。
例えば、検出部２７１は、所定時間（例えば、１分）が経過するたびに、画像記憶部１８
２に記憶されている最新の超音波画像を解析することで、圧電振動子面から体表までの距
離を複数の箇所において計測する（ステップＳ２０２）。
【００９８】
　上述したように、第２の実施形態に係る超音波診断装置２は、操作者による感覚的な操
作で超音波の送信方向を変更することができる。この結果、第２の実施形態によれば、操
作者による感覚的な操作で、操作者が観察することを所望する対象組織と、かかる対象組
織の近傍に位置する組織とが描出された超音波画像を生成することができる。
【００９９】
　なお、上記第２の実施形態において、超音波診断装置２は、第２の実施形態と同様に、
操作者によって超音波の送信方向を傾けようとしている操作が所定の時間以上行われた場
合に、超音波の送信方向を変更してもよい。例えば、偏向部２７２は、検出部２７１によ
って同一の傾き要求方向が所定時間以上連続して検出された場合や、検出部２７１によっ
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て同一の傾き要求方向が所定回数以上連続して検出された場合に、超音波の送信方向を変
更してもよい。
【０１００】
　また、ビーム方向記憶部２８３は、ビーム方向記憶部１８３と同様に、角度の変化が一
定でない送信方向のパターンを記憶してもよいし、単に「１０°」といった送信方向のパ
ターンを記憶してもよいし、「１０°／５°／３°」といった送信方向のパターンを記憶
してもよい。
【０１０１】
　また、上記第２の実施形態では、計測部２７３が、圧電振動子面の左端から体表までの
距離と、圧電振動子面の右端から体表までの距離とを計測する例を示した。しかし、計測
部２７３は、圧電振動子面から体表までの距離を３箇所以上計測してもよい。かかる場合
には、検出部２７１は、例えば、圧電振動子面の重心位置を通る直線により圧電振動子面
を２分割し、分割後の一方の圧電振動子面から体表までの距離の平均値と、分割後の他方
の圧電振動子面から体表までの距離の平均値との差異を算出してもよい。また、検出部２
７１は、例えば、計測部２７３によって計測された３箇所以上の距離の大小関係に基づい
て、操作者が傾けようとする超音波プローブ４０の方向を３次元的に検出し、検出した方
向に超音波プローブ４０を仮想的に傾け、仮想的に傾けた超音波プローブ４０の圧電振動
子面に対して垂直な方向を傾き要求方向として検出してもよい。
【０１０２】
　また、上記第２の実施形態において、検出部２７１は、計測部２７３によって計測され
た距離の時間変動を各箇所について算出してもよい。具体的には、検出部２７１は、計測
部２７３によって圧電振動子面から体表までの距離が計測された場合に、かかる計測距離
と、計測部２７３によって１回前に計測された圧電振動子面から体表までの距離との差異
を各箇所について算出する。そして、検出部２７１は、計測距離の時間変動に基づいて、
操作者が超音波プローブ４０を傾けようとしている方向を検出し、かかる検出結果から傾
き要求方向を検出する。
【０１０３】
　図８に示した例を用いて説明すると、超音波画像が状態（Ａ）から状態（Ｂ）に変化し
た場合に、圧電振動子面の左端から体表までの距離の時間変動として、「Ｈ１１－Ｈ１２
」を算出し、圧電振動子面の右端から体表までの距離の時間変動として、「Ｈ２１－Ｈ２
２」を算出する。かかる場合に、操作者が超音波プローブ１０を左に傾けようとしている
ことを示す。言い換えれば、操作者が超音波の送信方向を右側に傾けようとしていること
を示す。このようなことから、検出部２７１は、圧電振動子面の左端から右端の方向を傾
き要求方向として検出する。
【０１０４】
（その他の実施形態）
　なお、実施形態は、上述した実施形態に限られるものではなく、他の異なる種々の形態
にて実施することができる。
【０１０５】
（磁気センサ）
　上述した実施形態においては、超音波プローブ１０に設けられた加速度センサによって
超音波プローブ１０の位置変動を検出することで、超音波プローブ１０の動きを検出し、
検出した位置変動に基づいて、傾き要求方向を検出する手法を一例として説明した。しか
しながら、実施形態はこれに限られるものではない。例えば、超音波プローブ１０に設け
られた磁気センサによって超音波プローブ１０の位置変動を検出することで、超音波プロ
ーブ１０の動きを検出してもよい。
【０１０６】
　磁気センサを用いる場合、例えば、超音波診断装置１は、位置情報取得装置（図示を省
略）を備える。超音波プローブ１０に設けられた磁気センサは、位置情報取得装置のトラ
ンスミッターを原点として形成された３次元の磁場を検出し、検出した磁場の情報を信号
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に変換し、変換した信号を位置情報取得装置に出力する。位置情報取得装置は、磁気セン
サから受信した信号に基づいて、トランスミッターを原点とする３次元空間における磁気
センサの位置座標及び向きを算出し、算出した位置座標及び向きを制御部１７０に送る。
例えば、操作者が超音波プローブ１０の一端を体表に接させたままの状態で横に滑らせる
操作を行った場合、検出部１７１は、磁気センサの位置座標の変化を検出する。そして、
検出部１７１は、例えば、位置座標Ａから位置座標Ｂへと変化した場合には、位置変動を
検出し、位置座標Ａから位置座標Ｂに向かう方向を、傾き要求方向として検出する。
【０１０７】
（各種手法の組み合わせ）
　また、上述した実施形態においては、圧力センサを用いる手法、加速度センサを用いる
手法、超音波画像の画像解析結果を用いる手法、磁気センサを用いる手法等を説明してき
たが、これらを適宜選択し、組み合わせることで、超音波の送信方向を求めてもよい。例
えば、検出部は、圧力センサによって検知された『圧力』、加速度センサによって検知さ
れた『位置変動』、及び、超音波画像の画像解析によって得られた超音波プローブから体
表までの『距離』の３つのパラメータを用いて、傾き要求方向を求めてもよい。
【０１０８】
　複数パラメータの扱い方としては、例えば、優先度を設定する手法や、各パラメータか
ら求められた結果の平均値を用いる手法等が考えられる。優先度を設定する手法の場合、
例えば、検出部は、各パラメータに優先度を設定し、閾値以上の値が得られたパラメータ
のうち、優先度の高いパラメータに基づいて、傾き要求方向を検出する。例えば、検知部
は、複数個の圧力センサによって検知された圧力の大小関係や、複数個所の距離の差異等
に基づいて、超音波プローブに加えられた力や動きを３次元的に検出することができる。
そして、この場合、検知部は、検出した方向に超音波プローブを仮想的に傾け、仮想的に
傾けた超音波プローブの圧電振動子面に対して垂直な方向を傾き要求方向として検出する
ことができる。すると、複数パラメータを用いた場合、検知部は、各パラメータから傾き
要求方向それぞれを得ることができる。そこで、検知部は、予め設定した優先度に従って
、優先度の高いパラメータから得られた傾き要求方向を選択すればよい。
【０１０９】
　また、各パラメータから求められた結果の平均値を用いる手法の場合、例えば、検出部
は、各パラメータから得られた傾き要求方向それぞれの平均値を求め、この平均値を、傾
き要求方向として用いればよい。
【０１１０】
（傾き要求方向と超音波の送信方向との関係）
　また、上述した実施形態において、偏向部は、超音波の送信方向を送信方向のパターン
に従って変化させた。例えば、検出部によって検出された傾き要求方向が「左方向」の場
合に、偏向部は、送信パターンを参照し、現状の送信方向（例えば「０°」）と「左方向
」との関係から「－１０°」を変更後の送信方向とした。このように、検出部によって概
ねの傾き要求方向が検出されると、偏向部は、予め定めた送信パターンに従って送信方向
を傾ける。すなわち、送信方向は、必ずしも傾き要求方向から計算されるものではなかっ
た。しかしながら、実施形態はこれに限られるものではない。
【０１１１】
　例えば、上述したように、検出部が、仮想的に傾けた超音波プローブの圧電振動子面に
対して垂直な方向を傾き要求方向として検出することができる場合、傾き要求方向は、３
次元的なベクトルで得られる。そこで、偏向部は、この傾き要求方向と同一の方向を超音
波の送信方向として求めてもよいし、傾き要求方向から計算によって超音波の送信方向を
求めてもよい。更に、上述したように、複数パラメータを用いた場合、偏向部は、複数の
傾き要求方向を用いた送信方向の計算にあたり、優先度を設定したり、平均値を用いれば
よい。
【０１１２】
（傾き要求方向を検出しない場合）
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　更に、上述した実施形態においては、検出部が傾き要求方向を検出した上で、偏向部が
、この傾き要求方向に基づいて超音波の送信方向を傾ける手法を説明したが、実施形態は
これに限られるものではない。例えば、予め、圧力センサの検知パターンと超音波の送信
方向を傾ける向きとを対応付けて記憶しておくことで、傾き要求方向自体の検出を省略す
ることができる。例えば、図６のステップＳ１０５、図９のステップＳ２０５を省略する
ことができる。例えば、偏向部は、検出部によって検知された圧力センサの検知パターン
を用いて超音波の送信方向を直接特定すればよい。
【０１１３】
　以上述べた少なくとも一つの実施形態の超音波診断装置及び超音波プローブ制御方法に
よれば、操作者による感覚的な操作で超音波の送信方向を変更することができる。
【０１１４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである
。
【符号の説明】
【０１１５】
　　　１　超音波診断装置
　　１０　超音波プローブ
　　１２　圧力センサ
　１７０　制御部
　１７１　検出部
　１７２　偏向部
　１８３　ビーム方向記憶部
　２７０　制御部
　２７１　検出部
　２７２　偏向部
　２７３　計測部
　２８３　ビーム方向記憶部
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